
秘密保持契約書 

●●株式会社（以下「甲」という。）及び●●株式会社（以下「乙」という。）は、相互に授

受される秘密情報の取り扱いについて、次のとおり秘密保持契約書（以下「本契約」という。）

を締結した。 

第1条 （目的） 

甲及び乙は、〇〇の可能性の検討を目的として（以下「本目的」という。）、それぞれ自ら

の裁量により必要と認められる範囲で、相手方に対し、秘密情報（第 2 条第 1 項に定義す

る。）を開示する。 

第2条 （定義） 

１ 「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、①秘密である旨を指定して書面又は電

磁的方法により開示する情報、②口頭、実演、上映、投影、その他書面又は電磁的情

報を提供しない方法で開示する情報であって、当該秘密情報を開示するに際し、秘密

である旨を相手方に告知し、かつ、開示後 30 日以内に、当該情報の内容を取りまと

めて秘密である旨を書面により相手方に通知した情報、及び、③交付するサンプル等

の有体物であって、交付の際に秘密である旨を書面で通知したものをいう。ただし、

以下の各号のいずれかに該当するものを除く。 

① 開示される以前に、相手方が知得していたもの

② 開示された時に、すでに公知であったもの

③ 開示した以降に、相手方の帰責事由なく、公知となったもの

④ 相手方が、正当な権利を有する第三者（相手方以外のすべての者をいう。以下も

同様。）から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの

２ 「開示者」とは、秘密情報を相手方に開示する当事者をいう。 

３ 「受領者」とは、秘密情報を相手方から開示された当事者をいう。 

４ 「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受け

る権利、回路配置権、回路配置権の設定の登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受

ける権利、育成者権、著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む

が、これらに限定されない。）及び商標権、並びに、これらのいずれかに相当する日本

国外の法令に基づく権利をいう。 

第3条 （秘密保持義務） 

１ 受領者は、本目的のために開示者から開示された秘密情報、並びに、開示者と本目的

に係る検討、交渉を行っている事実及び本契約の存在を、厳に秘密として保持し、開

コメントの追加 [A1]: 営業先と情報交換を行ったり、

取引（製造等の委託だけでなく、共同開発や開発委託

を含む）の可能性を検討したりする段階で利用するこ

とを想定したひな形です。適宜「解説編」も参照して

ください。 

コメントの追加 [A2]: 事情に応じて修文してくださ

い。例えば「〇〇に関する取引開始の可能性」「〇〇に

関する共同研究実施の可能性」等、場面に応じた表現

を補記してください。より具体的な成果を得ることを

目的とした検討を行う場合には、その内容に応じて共

同開発契約や知的財産の取扱いに関する契約書（開発

委託）、知的財産の取扱いに関する契約書（製造委託）

のひな形を活用してください。 

コメントの追加 [A3]: このひな形では、秘密であるこ

とを「指定」した情報を秘密情報として取り扱うこと

を念頭に置いています（個別に「指定」をしないで、

想定される秘密情報を例示しておく条文例は末尾にオ

プション条項として入れてありますので、適宜差し替

えをご検討ください）。秘密情報は自社が開示すること

もありますが、契約の相手方からも受け取る可能性が

あります。必要以上に情報の開示を受けてしまうと、

当該情報を相手に対して秘密に保持する義務を自社が

負ってしまうことになり、結果として、既に自社で持

っていた技術・ノウハウに関する情報の活用が制限さ

れてしまうといったリスクもあります。自社が守りた

い情報を明確に特定できるのであれば（できない重要

な情報は開示しない）、具体例を例示したり、別紙にリ

スト化したりする等して提示する方法もあります。自

社が真に保護すべき技術・ノウハウの特定について悩

む場合には、一度、知財専門家や支援機関の助言を得

ることも検討しましょう。 



示者による事前の書面承諾を得ない限り、第三者に対して、開示又は漏えいしてはな

らず、また、開示者による事前の書面承諾を得ない限り、秘密情報を本目的以外のた

めに用いてはならない。 

２ 受領者は、自己の役員又は従業員のうち本目的のために秘密情報を知る必要がある者

に対し、本目的のために必要な範囲内でのみ、秘密情報を開示することができる。 

３ 受領者は、開示者による事前の書面承諾を得た場合に限り、自己の［子会社/親会社/

関係会社］のうち本目的のために秘密情報を知る必要があるものに対し、本目的のた

めに必要な範囲内でのみ、秘密情報を開示することができる。 

４ 第２項の規定に基づき、又は、開示者による事前の書面の承諾を得て、秘密情報を開

示した甲又は乙は、当該情報を開示した第三者をして本契約に定められた自己の義務

と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者の行為について全責任を負う。 

５ 国又は地方公共団体の機関から秘密情報の開示を命じられた場合、受領者は、これに

応じるために当該機関に対して必要最小限の範囲内において、秘密情報を開示するこ

とができる。この場合、開示者に対し、当該命令を受けた旨を、合理的に可能な範囲

で、速やかに通知する。 

 

第4条 （知的財産権） 

１ 甲及び乙はいずれも、相手方の秘密情報に依拠して、発明、考案、著作物その他の知

的財産権の目的となるもの（以下「発明等」と総称する。）を得た場合には、相手方に

対し速やかに通知し、また、当該発明等に関する知的財産権の帰属及び取扱いを別途

甲乙間で協議のうえ決定するものとする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する発明等に係る知的財産権は、その発明等をなした当事

者に単独で帰属するものとする。 

(1) 各当事者が本契約締結日前から保有するもの。 

(2) 各当事者が、本目的を遂行する過程で、相手方から提供された秘密情報に依拠せず

に独自に創出又は取得したもの。 

 

第5条 （確認事項） 

１ 開示者から受領者に開示された秘密情報に係る一切の権利及び利益は、開示者に帰属

するものとし、受領者に対する秘密情報の開示により、知的財産権その他一切の権利

及び利益が受領者に譲渡されるものではなく、また、実施許諾、使用許諾その他いか

なる権限も受領者に与えられるものではない。 

２ 甲及び乙は、本契約が、本目的を遂行するに際して当事者間で開示される秘密情報の

取扱いにつき定めるものであって、当事者間における物品の売買、役務の提供若しく

はこれらの予約その他いかなる取引又は本契約に定めのない事項を約定するもので

はないことを確認する。 

コメントの追加 [A4]: 知的財産権等の権利やその他何

らかの成果が期待されるような取り組みを行う場合に

は、共同開発契約や開発委託契約等を締結することが

推奨されます。本ひな形は、そうした取引の可能性を

検討する段階で用いることを念頭に置いたものです

が、具体的な取引契約に至る過程で踏み込んだ検討を

行わざるを得ない場合も実務上はあり得ることから、

本条項を入れてあります。当事者の間でこの点、十分

に認識できている場合には第４条を削除してご活用頂

くことも可能です。 



３ 甲及び乙はいずれも、自己を開示者とする秘密情報について、正確性、有効性、安全

性、特定の目的への適合性又は知的財産権の非侵害その他いかなる事項についても何

ら責任を負わない。 

４ 甲及び乙は、本契約により、いかなる意味においても相手方に対する秘密情報の開示

義務を負うものではないことを確認する。 

第6条 （秘密情報の返還・廃棄） 

本契約の終了後直ちに、又は、開示者から要求があった場合、受領者は、開示者から開示

を受けた秘密情報（複製・複写等を含む）を、開示者の指示に従い返還し、又は廃棄する。 

第7条 （損害賠償義務） 

甲及び乙は、本契約に違反して、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、損害（相

手方の弁護士費用を含む。）の賠償をしなければならない。 

第8条 （差止め） 

甲及び乙は、相手方が、本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合には、その差止

め、又はその差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。 

第9条 （有効期間） 

１ 本契約は、本契約締結日から〇年間、有効に存続する。 

２ 前項の規定にかかわらず、本契約の終了後においても、本契約の有効期間中に開示等

された秘密情報については、本契約の終了日から〇〇年間、本契約の規定（本条第１

項を除く。）が有効に適用されるものとする。 

第10条 （紛争の解決） 

１ 本契約に定めのない事項、疑義が生じた場合、又は本契約に関連する紛争が生じた場

合には、甲及び乙は、誠意をもって協議の上、円滑に解決を図るものとする。 

２ 本契約に関する知的財産権についての紛争については、［東京・大阪］地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

本契約締結の証として、本書二通作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 

●●年●月●日

コメントの追加 [A5]: 目的に応じて、期間を設定する

こととなります。 



甲 ●●株式会社

（住所）

（代表者名） ○印 

乙 ●●株式会社

（住所）

（代表者名） ○印 

■■オプション条項■■

以下は、上記ひな形の各条項につき、必要に応じて差し替えて活用出来るオプション条項で

す。 

【オプション条項】第 2条（定義） 

１ 「秘密情報」とは、次の各号に定めるものをいう。 

(1) 開示者が受領者に対し開示する技術上、営業上その他の業務上の一切の情報のうち、

次のいずれかに該当するものをいう。

① 紙、電子媒体等の交付、郵送、電子メールの送信等、提供の媒体及び手段を問わず、

開示された情報のうち、秘密である旨の表示がなされたもの

② 本目的のために提供される開示されるサンプル又は製品は、秘密である旨の表示の有

無にかかわらず、開示者の秘密情報として取り扱う。

(2) 本契約成立の事実及び本契約の内容、並びに本目的に係る検討及び交渉等の内容

(3) 秘密である旨の明示の有無及び開示方法の如何を問わず、開示者から受領者に対し

開示される情報のうち、〇〇の製造方法に関する情報（〇〇の製造の際に用いられ

る設計図面、〇〇の値のパラメータ情報等を含むが、これに限られない。）

(4) 秘密である旨の明示の有無及び開示方法の如何を問わず、開示者から受領者に対し

開示される情報のうち、〇〇の製造装置に関する情報（当該装置の構造、設計情報、

使用方法等の情報等を含むが、これに限られない。）

(5) 相手方の施設内において，受領者の役員又は従業員等により，見聞きし，知得し，

又は認識された情報の内，秘密である旨の表示の有無にかかわらず，知得時の状況

下で，秘密と認識され又は合理的に認識されるべき情報

(6) ○○ 

２ 前項の規定にかかわらず、受領者が書面により立証できる、次の各号のいずれかに該

当するものは、秘密情報に該当しない。 

(1) 開示者から開示される以前に公知であったもの

コメントの追加 [A6]: 本文では、秘密を指定した情報

を秘密情報として取り扱うことを念頭においています

が、どの情報を秘密とすれば良いのかについて判断が

難しい場合等に、本オプション条項を利用できます。

但し、当該オプション条項はあくまで例示ですので、

意図しない情報まで秘密情報にしてしまうことで、双

方にとって制約とならないかについては検討が必要で

す。 



(2) 開示者から開示された後に、自らの責めによらず、公知となったもの

(3) 開示者から開示される以前から自ら保有していたもの

(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得したもの

(5) 相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの



共同開発契約書 

●●株式会社（以下「甲」という。）及び●●株式会社（以下「乙」という。）は、●●に

関し、次のとおり共同開発契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

第1条 （定義） 

１ 「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、①秘密である旨を指定して書面又は電

磁的方法により開示する情報、②口頭、実演、上映、投影、その他書面又は電磁的情

報を提供しない方法で開示する情報であって、当該秘密情報を開示するに際し、秘密

である旨を相手方に告知し、かつ、開示後 30 日以内に、当該情報の内容を取りまと

めて秘密である旨を書面により相手方に通知した情報、及び、③交付するサンプル等

の有体物であって、交付の際に秘密である旨を書面で通知したものをいう。ただし、

以下の各号のいずれかに該当するものを除く。 

① 開示される以前に、相手方が知得していたもの

② 開示された時に、すでに公知であったもの

③ 開示した以降に、相手方の帰責事由なく、公知となったもの

④ 相手方が、正当な権利を有する第三者（相手方以外のすべての者をいう。以下も

同様。）から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの

２ 「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受け

る権利、回路配置権、回路配置権の設定の登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受

ける権利、育成者権、著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む

が、これらに限定されない。）及び商標権、並びに、これらのいずれかに相当する日

本国外の法令に基づく権利をいう。 

３ 「固有知的財産権等」とは、本契約締結前から甲又は乙が保有し、又は、甲又は乙が

第三者から利用につき許諾を受けていた「秘密情報」及び「知的財産権」、並びに、

相手方から提供された秘密情報に依拠せず、独自に創出又は取得した「秘密情報」及

び「知的財産権」をいう。 

第2条 （共同開発の目的・固有知的財産権等に係る確認） 

１ 甲及び乙は、別紙１に定める内容及び別紙２に定める役割分担に従い、甲及び乙が有

する●●の技術を利用した新たな●●に係る実用化技術の開発（以下「本開発」とい

う。）を共同で実施する。 

２ 本開発の実施に先立ち、従前から甲及び乙が保有する登録された知的財産権がある場

合には、これらを別途書面により確認する。 

コメントの追加 [A1]: 自社と取引先の双方が、得意と

する技術・ノウハウを出し合って、技術的な課題を解

決するために、共同して開発を行う場合には共同開発

契約の締結をしましょう。開発に着手する段階では必

ずしも期待した成果が得られない場合もあることを念

頭においた取り決めが必要です。なお、中には実態と

しては単なる製造委託契約であるにもかかわらず、共

同開発契約の締結の提案を受ける場合がありますが、

共同開発は、双方が技術・ノウハウを出し合い、成果

については共有するというのが基本的な考え方になり

ますので、共同研究開発の趣旨にあっているかよく検

討することが肝要です。 

コメントの追加 [A2]: 中小企業が既に保有している技

術（知的財産権や営業秘密等として特定可能な場合に

は適宜別紙等を用いて特定しておくことが望ましい）

を明示することで、共同開発を通じて得られる成果と

混同することを防止します。第２項にあるように、共

同開発の成果と混同を防ぐべき独自の技術について

は、明確に文書化しておきます。権利化可能なもの

や、営業秘密として管理可能なものは、契約に先だっ

て検討しておくことが望ましいと言えます。 

【落とし穴】 

既に保有している技術を明確に示さず契約した場合、

共同開発が進んだ所で、契約の相手方から既存の技術

も含めて共同開発の成果であり、その成果について共

有を主張されるという可能性もあります。 



３ 固有知的財産権等は、当該固有知的財産権等に係る発明等（第 8 条第 1 項に定義す

る。）をなした当事者に帰属する。 

４ 甲及び乙は、本開発の過程で得た固有知的財産権等につき特許その他の出願をした場

合、速やかにその旨を相手方に通知する。 

５ 本開発の成果の活用に必要となる固有知的財産権等がある場合、その利用許諾の可否

及び条件については、別途協議により定める。 

 

第3条 （共同開発の内容） 

甲及び乙は、別紙１及び別紙２に従い、本開発を行う。 

 

第4条 （開発期間） 

本開発に係る開発期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの期間とする。ただし、

甲乙協議の上、書面により延長することができる。 

 

第5条 （費用負担） 

本開発に要する費用は、別紙２に定める役割の内、それぞれ単独で行う業務に関する

費用は各当事者の負担による。共同で行う業務についての費用分担については別途協

議し、書面において合意するものとする。 

 

第6条 （情報等の提供等） 

甲及び乙は、その自由な裁量により、各自が保有する情報で本開発の遂行に必要と判断

した情報を相手方に提供する。 

 

第7条 （進捗及び成果の報告） 

１ 甲及び乙は、必要に応じて、報告会を開催し又は相手方に対し報告を行う等して、本

開発の進捗を相互に確認する。  

２ 甲及び乙は、本契約に基づいて得られた成果につき、相互に報告し、その内容を共有

する。 

 

第8条 （成果の帰属及び取扱い） 

１ 甲及び乙はいずれも、本契約を遂行する過程で、相手方から提供された秘密情報に依

拠して発明、考案、意匠、著作物その他の知的財産権の目的となるもの（以下「発明

等」という。）を得た場合には、相手方に対し速やかに通知し、その取扱いについて

協議するものとし、また、相手方の承諾なく単独で出願、登録等を行ってはならない。 

コメントの追加 [A3]: 自社のみが負担となるような場

合には削除しても構いません。自社も相手方における

試験や検討の成果や共同開発を進める上で必要なデー

タ等の提供を受ける必要がある場合には、こうした条

項を入れておくことで、相手方にも必要な情報の開示

を求めることが可能です。 



２ 甲又は乙が、本契約を遂行する過程で、相手方の秘密情報に依拠して発明等をなした

場合には、当該発明等に係る知的財産権は、別段合意がない限り甲乙の共有とし、持

分比率については発明等への貢献比率を考慮の上、協議により定めるものとする。 

３ 甲及び乙は、前項により甲乙の共有とされた知的財産権に係る発明等の実施について

は、実施の条件及び費用等を含めて別途協議するものとする。なお、甲及び乙は、当

該発明等について、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に実施許

諾をすることができない。 

４ 甲及び乙の共有とされた知的財産権について、一方の当事者が他方の当事者に対して、

当該知的財産権に係る発明等の不実施を書面により誓約する場合、当該他方の当事者

に支払われるべき不実施の対価については、甲乙協議により定める。 

  ５ 甲及び乙は、相手方の秘密情報に依拠してなした発明等に関し自己の従業員等が権利

を有する場合は、本契約の目的を達成するために必要な承継を受けるものとする。 

 

第9条 （出願費用） 

１ 本契約を遂行する過程で得られた発明等につき、甲乙の共有に係るものは、甲乙共同

で出願し、その出願等に要する費用は、原則として持分比率に応じて按分する。 

２ 本契約を遂行する過程で得られた発明等（改良発明も含む）につき、単独で帰属する

ものは、当該発明等を単独で有する当事者が出願し、その出願等に要する費用は、当

該発明等を単独で有する当事者が負担する。 

 

第10条 （秘密保持義務） 

１ 甲及び乙はいずれも、本契約の過程で開示された相手方の秘密情報について、厳に秘

密を保持し、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、第三者に対し、相手方の秘密情

報を開示し又は漏洩してはならない。 

２ 甲及び乙はいずれも、自己の役員又は従業員のうち本開発のために相手方の秘密情報

を知る必要がある者に対し、本開発のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報

を開示することができる。 

３ 甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得た場合に限り、自己の［子会社/親

会社/関係会社］のうち本開発のために秘密情報を知る必要があるものに対し、本開

発のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報を開示することができる。 

４ 甲及び乙はいずれも、相手方の秘密情報を第三者に開示（前二項に定める開示に限ら

ない。）した場合、当該秘密情報を開示した第三者をして本契約に定められた自己の

義務と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者の行為について全責任を

負う。 

５ 甲及び乙はいずれも、国又は地方公共団体の機関から相手方の秘密情報の開示を命じ

られた場合、これに応じるために必要最小限の範囲内において、相手方の秘密情報を



開示することができる。この場合、相手方に対し、当該命令を受けた旨を、合理的に

可能な範囲で、速やかに通知する。 

 

第11条 （目的外使用等の禁止） 

甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、相手方の秘密情報を本開発

以外の目的に使用してはならない。 

 

第12条 （不保証・第三者との紛争対応） 

１ 甲及び乙は、本開発の目的の範囲で甲及び乙が開示する技術や実施を許諾する知的財

産権等について、第三者の権利を侵害していないことを保証しないことを相互に確認

する。 

２ 本開発に関し、第三者との間で知的財産権侵害や秘密情報の侵害を理由とする紛争が

生じた場合、甲及び乙は、速やかに相手方に通知し、相互に協力して解決する。 

 

第13条 （確認事項） 

１ 秘密情報に係る一切の権利及び利益は、その開示者に帰属するものとし、相手方に対

する秘密情報の開示により、当該秘密情報に係る知的財産権その他一切の権利又は利

益が相手方に譲渡されるものではなく、また、実施許諾、使用許諾その他いかなる利

益も相手方に与えられるものではない。 

２ 甲及び乙は、本契約により、いかなる意味においても相手方に対する秘密情報の開示

義務を負うものではないことを相互に確認する。 

３ 本契約の内容が、甲乙間で〇年〇月〇日に締結した共同開発を目的とする「〇〇契約

書」の内容と矛盾、抵触する場合、本契約の内容が優先する。 

 

第14条 （秘密情報の返還・廃棄） 

甲及び乙はいずれも、本契約が終了した場合、及び、相手方から要求があった場合、速や

かに相手方の秘密情報（複製・複写等を含む）を、相手方の指示に従い返還し、又は廃棄す

る。 

 

第15条 （損害賠償義務） 

甲及び乙は、本契約に違反して、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、損害（相

手方の弁護士費用を含む。）の賠償をしなければならない。 

 

第16条 （差止め） 

甲及び乙は、相手方が、本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合には、その差止

め、又はその差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。 



 

第17条 （解除） 

１ 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると合理的に認められる場合に

は、何らの通知をすることなく、直ちに本契約（及び／又は、本契約に基づく個別契

約（以下「個別契約」という。）がある場合には、当該個別契約の全部又は一部）を

解除することができる。 

① 本契約又は個別契約に違反し、催告を受けたにもかかわらず、違反が解消されな

いとき 

② 監督官庁から、営業の取消、停止等の処分を受けたとき 

③ 第三者から差押、仮差押、仮処分その他強制執行若しくは競売申立、又は公租公

課の滞納処分を受けたとき 

④ 破産、民事再生、会社更生手続又は特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立を

したとき 

⑤ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は自ら振出した手形の不渡

処分を受けたとき 

２ 前項に基づく解除は、契約違反者に対する損害賠償の請求を妨げない。 

 

第18条 （有効期間） 

１ 本契約の有効期間は、第４条に定める開発期間と同一とする。 

２ 本契約の終了後においても、第 2 条、第 10 条、第 11 条、第 14 条の定めは、本契約

の終了後〇年間存続する。 

 

第19条 （紛争の解決） 

１ 本契約に定めのない事項、疑義が生じた場合、又は本契約に関連する紛争が生じた場

合には、甲及び乙は、誠意をもって協議の上、円滑に解決を図るものとする。 

２ 本契約に関する知的財産権についての紛争については、［東京・大阪］地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

本契約締結の証として、本書二通作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 

 

●●年●月●日 

 

 

甲 ●●株式会社 

 （住所） 

 （代表者名） ○印 



 

 

乙 ●●株式会社 

 （住所） 

 （代表者名） ○印 

  



【別紙１】 

 

1. 開発の目的 

●●の技術を利用した新たな●●に係る実用化技術の開発 

 

2. 開発内容 

・〇〇の技術の応用検討・・・ 

・・・・・・ 

想定される成果物（成果物の機能、仕様、調査研究の場合は報告書等を記載） 

 

3. 開発期間 

●●年●月●日  から  ●●年●月●日 まで 

 

4. 役割分担 

別紙２のとおり 

 

5. 実施スケジュール 

 

 

6. 実施担当者 

（人数に応じて、適宜メンバー表を添付します。所属部署、役職、メールアドレス、

直通電話番号を記載してリーダーに○をつける等、見やすく作成し、実際のメンバーに

も通知します。） 

甲： 

乙： 

 

  



【別紙２】（役割分担） 

 

 

 

本件共同開発の業務分担は、次の各号に定める業務分担項目のとおりとし、その詳細は別

途甲乙協議の上その合意により決定する。 

1．甲単独で行う業務 

(1) 〇〇 

(2) 〇〇 

(3) 〇〇 

(4) その他甲乙間で合意する業務 

2．乙単独で行う業務 

(1) 〇〇 

(2) 〇〇 

(3) 〇〇 

(4) その他甲乙間で合意する業務 

3．甲乙共同で行う業務 

(1) 〇〇 

(2) 〇〇 

(3) 〇〇 

(4) その他甲乙間で合意する業務 

 

 

 



知的財産権等の取扱いに関する契約書 

（開発委託契約） 

 

●●株式会社（以下「甲」という。）及び●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲が乙

に委託する〇〇の開発業務（以下「本業務」という。）において甲乙間で授受される秘密情

報や知的財産権に関する取扱いについて、次のとおり知的財産の取扱いに関する契約（以下

「本契約」という。）を締結する。 

 

第1条 （定義） 

１ 「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、①秘密である旨を指定して書面又は電

磁的方法により開示する情報、②口頭、実演、上映、投影、その他書面又は電磁的情

報を提供しない方法で開示する情報であって、当該秘密情報を開示するに際し、秘密

である旨を相手方に告知し、かつ、開示後 30 日以内に、当該情報の内容を取りまと

めて秘密である旨を書面により相手方に通知した情報、及び、③交付するサンプル等

の有体物であって、交付の際に秘密である旨を書面で通知したものいう。ただし、以

下の各号のいずれかに該当するものを除く。 

① 開示される以前に、相手方が知得していたもの 

② 開示された時に、すでに公知であったもの 

③ 開示した以降に、相手方の帰責事由なく、公知となったもの 

④ 相手方が、正当な権利を有する第三者（相手方以外のすべての者をいう。以下も

同様。）から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの 

２ 「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受け

る権利、回路配置権、回路配置権の設定の登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受

ける権利、育成者権、著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む

が、これらに限定されない。）及び商標権、並びに、これらのいずれかに相当する日

本国外の法令に基づく権利をいう。 

３ 「固有知的財産権等」とは、本契約締結前から甲又は乙が保有し、又は、甲又は乙が

第三者から利用につき許諾を受けていた「秘密情報」及び「知的財産権」、並びに、

相手方から提供された秘密情報に依拠せず、独自に創出又は取得した「秘密情報」及

び「知的財産権」をいう。 

 

第2条 （開発委託の目的・固有知的財産権等に係る確認） 

１ 本契約は、甲及び乙が〇〇年〇〇月〇〇日に締結した〇〇契約書（以下「原契約」と

いう。）における秘密情報及び知的財産権の取扱いについて合意するものである。 

コメントの追加 [A1]: 本ひな形は、開発委託契約を締

結する際、知的財産の取扱いに関する取り決めを行う

ものです。本「ひな形」では受託開発の成果は原則と

して相手方に帰属させることを想定していますので、

そうでない既存技術の特定と明示は共同開発契約の時

よりも重要であると言えます。この点が曖昧だと、開

発委託の発注者にしてみれば、開発成果は自由に使用

することが出来る（そのために対価を払っている）と

認識していることが一般的ですので、既存技術につい

ても自社で自由に使えるものと考えてしまうことは少

なくありませんので、トラブルになることが多い場面

です。 

コメントの追加 [A2]: 「開発委託契約書」という名称

である場合の他、取引基本契約等の名称である場合等

も多いと考えられます。開発委託の範囲や対価を定め

る契約となっている契約書のタイトルを入れてくださ

い。 



２ 本契約の内容が、原契約の内容又は甲乙間の〇〇契約書その他本業務に適用範囲を限

定しない契約の内容と矛盾、抵触する場合、本契約の内容が優先する。 

３ 本開発の実施に先立ち、従前から甲及び乙が保有する登録された知的財産権がある場

合には、これらを別途書面により確認する。 

４ 固有知的財産権等は、当該固有知的財産権等に係る発明等（第５条第１項に定義する。）

をなした当事者に帰属する。 

５ 本開発の成果の活用に必要となる乙の固有知的財産権等がある場合、当該固有知的財

産権等の甲による実施については、別途協議により定める。 

 

第3条 （秘密保持義務） 

１ 甲及び乙はいずれも、本業務の過程で開示された相手方の秘密情報について、厳に秘

密を保持し、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、第三者に対し、相手方の秘密情

報を開示し又は漏洩してはならない。 

２ 甲及び乙はいずれも、自己の役員又は従業員のうち本業務のために相手方の秘密情報

を知る必要がある者に対し、本業務のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報

を開示することができる。 

３ 甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得た場合に限り、自己の［子会社/親

会社/関係会社］のうち本業務のために秘密情報を知る必要があるものに対し、本業

務のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報を開示することができる。 

４ 甲及び乙はいずれも、相手方の秘密情報を第三者に開示（前二項に定める開示に限ら

ない。）した場合、当該秘密情報を開示した第三者をして本契約に定められた自己の

義務と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者の行為について全責任を

負う。 

５ 甲及び乙はいずれも、国又は地方公共団体の機関から相手方の秘密情報の開示を命じ

られた場合、これに応じるために必要最小限の範囲内において、相手方の秘密情報を

開示することができる。この場合、相手方に対し、当該命令を受けた旨を、合理的に

可能な範囲で、速やかに通知する。 

 

第4条 （目的外使用等の禁止） 

 甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、相手方の秘密情報を本業

務以外の目的に使用してはならない。 

 

第5条 （成果の帰属及び取扱い） 

１ 本業務を遂行する過程で、乙が甲の秘密情報に依拠して発明、考案、意匠、著作物そ

の他の知的財産権の目的となるもの（以下「発明等」という。）を得た場合には、当



該発明等に係る知的財産権は、原契約に定める報酬、費用、その他一切の支払い債務

を甲が履行した時点で乙から甲に移転するものとする。 

２ 乙は、原契約の成果が第三者の権利を侵害していないことを保証する。ただし、この

保証の違反に係る乙の甲に対する賠償額は、原契約に定める報酬額を上限とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、甲が指定した仕様その他甲の指示内容が第三者の権利を侵

害するものであった場合、乙は前項の責任を負わない。 

４ 乙は、甲に移転すべき知的財産権に係る発明等につき自己の従業員等が権利を有する

場合は、本契約の目的を達成するために必要な承継を受けるものとする。 

 

第6条 （確認事項） 

１ 秘密情報に係る一切の権利及び利益は、その開示者に帰属するものとし、相手方に対

する秘密情報の開示により、当該秘密情報に係る知的財産権その他一切の権利又は利

益が相手方に譲渡されるものではなく、また、実施許諾、使用許諾その他いかなる利

益も相手方に与えられるものではない。 

２ 甲及び乙は、本契約及び原契約により、いかなる意味においても相手方に対する秘密

情報の開示義務を負うものではないことを相互に確認する。 

 

第7条 （秘密情報の返還・廃棄） 

甲及び乙はいずれも、本契約が終了した場合、及び、相手方から要求があった場合、速や

かに相手方の秘密情報（複製・複写等を含む）を、相手方の指示に従い返還し、又は廃棄す

る。 

 

第8条 （有効期間） 

１ 本契約は、原契約が終了するまで有効に存続する。 

２ 本契約の終了後においても、第 2 条、第３条、第 4 条、第 7 条の定めは、前項による

本契約の終了後〇年間存続する。 

 

 

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 

 

●●年●月●日 

 

 

甲 ●●株式会社 

 （住所） 

 （代表者名） ○印 

コメントの追加 [A3]: 権利は乙に帰属させ、甲に実施

許諾を行う場合もあります。甲のみに独占的に実施許

諾を受けさせるのであれば、「乙に帰属するが、甲に

対して専用実施権、独占的通常実施権等を設定又は許

諾するものとする」と書き換えることが可能です。 



 

 

乙 ●●株式会社 

 （住所） 

 （代表者名） ○印 

 



知的財産権等の取扱いに関する契約書 

（製造委託契約） 

●●株式会社（以下「甲」という。）及び●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲が乙

に委託する〇〇の製造業務（以下「本業務」という。）において甲乙間で授受される秘密情

報や知的財産権に関する取扱いについて、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締

結する。 

第1条 （定義） 

１ 「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対し、①秘密である旨を指定して書面又は電

磁的方法により開示する情報、②口頭、実演、上映、投影、その他書面又は電磁的情

報を提供しない方法で開示する情報であって、当該秘密情報を開示するに際し、秘密

である旨を相手方に告知し、かつ、開示後 30 日以内に、当該情報の内容を取りまと

めて秘密である旨を書面により相手方に通知した情報、及び、③交付するサンプル等

の有体物であって、交付の際に秘密である旨を書面で通知したものをいう。ただし、

以下の各号のいずれかに該当するものを除く。 

① 開示される以前に、相手方が知得していたもの

② 開示された時に、すでに公知であったもの

③ 開示した以降に、相手方の帰責事由なく、公知となったもの

④ 相手方が、正当な権利を有する第三者（相手方以外のすべての者をいう。以下も

同様。）から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの

２ 「発明等」とは、発明、考案、意匠、著作権の創作その他の人間の創造的活動により

生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利

用可能性があるものを含む。）及び商標を総称していう。 

３ 「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受け

る権利、回路配置権、回路配置権の設定の登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受

ける権利、育成者権、著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む

が、これらに限定されない。）及び商標権、並びに、これらのいずれかに相当する日

本国外の法令に基づく権利をいう。 

４ 「固有知的財産権等」とは、本契約締結前から甲又は乙が保有し、又は、甲又は乙が

第三者から利用につき許諾を受けていた「秘密情報」及び「知的財産権」、並びに、

相手方から提供された秘密情報に依拠せず、独自に創出又は取得した「秘密情報」及

び「知的財産権」をいう。 

コメントの追加 [A1]: 本ひな形は、製造委託契約を締

結する際、知的財産の取扱いに関する取り決めを行う

ものです。本「ひな形」では、製造を請け負う製品の

仕様・性能が明確になっており（これから仕様・性能

を実現する方法を開発・研究するのではなく）、取引

の主たる条件が数量や価格となる場合を一義的には念

頭に置いています。仕様・性能を実現する方法をこれ

から開発・研究するのであれば、共同開発契約や開発

委託契約の利用も検討しましょう。 



第2条 （目的） 

１ 本契約は、甲及び乙が〇〇年〇〇月〇〇日に締結した製造委託契約書（以下「原契約」

という。）における秘密情報及び知的財産権の取扱いについて合意するものである。 

 ２ 本契約の内容が、原契約の内容又は甲乙間の〇〇契約書その他本業務に適用範囲を

限定しない契約の内容と矛盾、抵触する場合、本契約の内容が優先する。 

 

第3条 （秘密保持義務） 

１ 甲及び乙はいずれも、本業務の過程で開示された秘密情報について、厳に秘密を保持

しなければならず、また、第三者に対し、相手方の秘密情報を開示し又は漏洩しては

ならない。 

２ 甲及び乙はいずれも、自己の役員又は従業員のうち本業務のために相手方の秘密情報

を知る必要がある者に対し、本業務のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報

を開示することができる。 

３ 甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得た場合に限り、自己の［子会社/親

会社/関係会社］のうち本業務のために秘密情報を知る必要があるものに対し、本業

務のために必要な範囲内でのみ、相手方の秘密情報を開示することができる。 

４ 甲及び乙はいずれも、相手方の秘密情報を第三者に開示（前二項に定める開示に限ら

ない。）した場合、当該情報を開示した第三者をして本契約に定められた自己の義務

と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者の行為について全責任を負う。 

５ 甲及び乙はいずれも、国又は地方公共団体等の機関から相手方の秘密情報の開示を命

じられた場合、これに応じるために必要最小限の範囲内において、相手方の秘密情報

を開示することができる。この場合、相手方に対し、当該命令を受けた旨を、合理的

に可能な範囲で、速やかに相手方に通知する。 

 

第4条 （目的外使用等の禁止） 

甲及び乙はいずれも、相手方の事前の書面承諾を得ない限り、相手方の秘密情報を本業務

以外の目的に使用してはならない。 

 

第5条 （固有知的財産権等の帰属） 

本契約の締結後に相手方の秘密情報に依拠しないでなされた発明等に係る知的財産権は、

固有知的財産権等として当該発明等をなした当事者に帰属する。 

 

第6条 （確認事項） 

１ 秘密情報に係る一切の権利及び利益は、その開示者に帰属するものとし、相手方に対

する秘密情報の開示により、当該秘密情報に係る知的財産権その他一切の権利又は利

コメントの追加 [A2]: ここでは製造プロセスで得られ

る製法、製造ノウハウ等を主として想定しています。

製品そのものについて開発を行う場合には、別途、共

同開発契約や開発委託契約の締結を検討する必要があ

ります。製造委託契約書の中で、開発的な要素を実施

しなければならない場合にも適切な対価の受領や成果

の帰属について取り決めることが望ましいと言えま

す。 



益が相手方に譲渡されるものではなく、また、実施許諾、使用許諾その他いかなる利

益も相手方に与えられるものではない。 

２ 甲及び乙は、本契約及び原契約により、いかなる意味においても相手方に対する秘密

情報の開示義務を負うものではないことを相互に確認する。 

３ 甲及び乙は、本契約及び原契約が、乙が有する固有知的財産権等の開示、提供の義務

を負うものではないことを確認する。乙が有する固有知的財産権等の開示、提供を行

う場合には、対価を含め、別途協議する。 

 

第7条 （秘密情報の返還・廃棄） 

甲及び乙はいずれも、本契約が終了した場合、及び、相手方から要求があった場合、速や

かに相手方の秘密情報（複製・複写等を含む）を、相手方の指示に従い返還し、又は廃棄す

る。 

 

第8条 （第三者が有する知的財産権に関する紛争への対応） 

１ 本業務における目的物又は目的物を組み込んだ製品（以下「目的物等」という。）に

ついて、目的物等に起因して第三者との間に知的財産権に関する紛争が生じたとき

は、甲及び乙は、速やかにその旨及びその内容を相手方に通知する。 

 

２ 前項の紛争の解決に係る負担について、甲及び乙は、当該知的財産権の侵害に係る自

らの責任の範囲において当該負担の責任を負う。 

 

第9条 （有効期間） 

１ 本契約は、〇〇年〇〇月〇〇日に発効し、原契約が終了するまで有効とする。 

 

２ 本契約の終了後においても、第 3 条、第 4 条、第 5 条、第 8 条の定めは存続する。 

 

 

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。 

 

●●年●月●日 

 

 

甲 ●●株式会社 

 （住所） 

 （代表者名） ○印 

 



 

乙 ●●株式会社 

 （住所） 

 （代表者名） ○印 
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